
第 187 回

静岡県都市計画審議会

提 出 議 案

と き 令和５年３月７日（火）午前 10 時から

ところ 静岡県庁西館４階第一会議室（Ａ・Ｂ・Ｃ）



第 187 回静岡県都市計画審議会案件概要

議案

番号
案 件 の 概 要

大臣

同意
頁 備考

１

岳南広域都市計画区域区分の変更

市街地及び周辺の開発動向、今後の産業の見通し及び田子の浦港

港湾計画を踏まえ、計画的な市街化を図るため、公有水面埋め立て

により新たに生じた土地を市街化区域に編入する。

有 ２ 区域区分

２
岳南広域都市計画臨港地区の変更

田子の浦港港湾計画に基づき、港湾機能の充実を図るため、公有

水面埋め立てにより新たに生じた土地を臨港地区に指定する。

― ６ 臨港地区

３

中遠広域都市計画道路の変更

自動車交通の円滑かつ効率的な処理を図るため、３・１・１号国

道１号バイパス線を変更する。

有 10 道路

４

湖西都市計画区域区分の変更

区域区分の境界の一部である都市計画道路の計画線が変更される

ため、区域区分を変更する。

― 14 区域区分

５

東遠広域都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内（菊川市

の一部）における建築物の容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高

さの制限を定める区域の指定と数値の決定

― 18
建築基準法に

基づく案件

６

特殊建築物の敷地の位置

事業者の申請に基づき、御殿場市仁杉字 329 番の２他に設置する

産業廃棄物処理施設の敷地の位置について、都市計画上の支障の有

無を審議する。

― 20
建築基準法に

基づく案件

７

特殊建築物の敷地の位置

事業者の申請に基づき、富士市比奈字穴田番 536－１他に設置す

る産業廃棄物処理施設の敷地の位置について、都市計画上の支障の

有無を審議する。

― 22
建築基準法に

基づく案件

報告１ 静岡県都市計画区域マスタープラン策定方針の改定状況 ― ―

報告２ 浜松湖西豊橋道路に係る都市計画手続きについて ― ―


